
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 重点施策 
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１ 津波被災地域の復興に向けた土地利用プロジェクト 

はじめに   

・ 平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方太平洋沖を震源地とするマ

グニチュード 9.0 の大地震、引き続く大津波、福島第一原子力発電所の事故とこ

れによる風評の流布、さらには市内南部を震源地とする大規模余震などにより、

本市は、未曾有の大災害に見舞われました。 

・ 沿岸部においては、津波等により 400 名を超える尊い命が失われるなど、甚大

な被害を受けた他、市全域にわたり、断水や道路、建物等の損壊が生じ、多くの

市民が避難所での生活を余儀なくされました。 

・ これらのことを踏まえ、「いわき市津波被災市街地土地利用方針」を策定し、

主に土地利用の面から、沿岸地域全体及び各地区の復興に向けた考え方を示すこ

ととしました。 

 

１．沿岸地域の被災状況 

・ 沿岸域全体の被災状況についてみると全壊が 42％（（流出）、（撤去）、（条

件付再生可）の合計）、半壊が 42％（「大規模半壊」、「半壊（床上浸水）」の

合計）、一部損壊（床下浸水）が 11％となっています。 

・ 地区別にみると、久之浜地区や平地区、勿来地区において、全壊（（流出）、

（撤去）、（条件付再生可）の合計）している割合が高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

２．被災者意向 

 

●今後希望する住まいの場所 

・ 今後希望する住まいの場所は、「被災前と同じ場所（自宅があった場所）」が

最も多く、次いで「被災前の地区に近い津波の来ない安全な場所（高台など）」、

「被災前の地区内で津波の危険性が低い場所」の順となっています。 

 

●復興案を策定していく上で必要な対策 

・ 復興案を策定していく上で必要な対策は、「今回のような津波が来ても街を守

れる十分な強度の防波堤が整備されれば」が最も多く、以下、「津波が来ない安

全な高台などに移転できれば」、「かさ上げされた防災道路や防災緑地など多重

に津波から街を守る施設が整備されれば」等防災施設の必要性を重視しています。 

※いわき市津波被災市街地復興意向調査結果より 
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３ 沿岸域復興の全体方針 

○ 市民の安全・安心の確保を第一に、住環境・コミュニティの維持向上が図られ

る地域の再生・整備に取り組みます。 

○ 各地域の実情に応じた防災対策を講じ、減災の考え方を基盤とした災害に強い

まちづくりに取り組みます。 

○ 震災前にも増して活力に満ちた産業・交流の場としてのまちの創造に取り組み

ます。 

○ 海と共生し、美しく快適な環境が人を惹きつける魅力ある沿岸域の形成に取り

組みます。 

 

４ 津波防災のまちづくり 

○ 今次津波を対象とした津波シミュレーションを参考に、津波被災を受けた一

定規模以上の市街地については、海岸保全施設、防災緑地等により津波の浸水

を防ぐとともに避難誘導対策により、安全を確保します。 

○  港湾部や海岸背後地の地理的制約がある区域等については、海岸保全施設等

による一定の安全性を確保した上で、避難路の確保などの避難対策の充実を図

ります。 

○ 今次津波を超える津波に対しても、市民の生命・宅地・安全が確保される様、

避難路の整備や避難場所の確保、さらには、防災教育の充実や避難訓練等の実

施により、減災のまちづくりを進めます。 

 

⑴ 多重防御のまちづくり 

ハード・ソフトによる減災・防災施策 

《ハード施策》 《ソフト施策》 

・海岸・河川堤防の強化 

・港湾・漁港の防災対策 

・津波防災緑地の整備 

・海岸道路の整備 

・避難路・避難場所の確保 

・避難ビル等の整備・指定 

・避難誘導 

・情報伝達体制の強化・確立 

・津波ハザードマップの見直し 

・防災教育の充実 

・避難訓練の実施 

・防災コミュニティづくり 

 

⑵ 地域特性に応じた減災・防災対策 

・ 多重防御を前提に、住宅や事業所の再建を促進 

・ 都市再生区画整理事業などの導入による良好な街並みへの再生 

・ 条件が整うところでは安全な場所への集団移転や個別の移転 

・ 住宅再建が困難な方へは災害公営住宅を整備 
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５ 沿岸域の土地利用の方針 

○ これまで培ってきた、各地区の歴史や個性・特性を十分に生かし、特色あ

る地域の再生が図られる土地利用を推進します。 

○ 沿岸各地域が連携することで、沿岸域全体としての地域力が向上する土地

利用を図ります。 

○ 将来にわたり地域コミュニティが維持され、持続あるコンパクトな都市環

境を形成します。 

○ 総合的な津波防災対策により、観光・レクリエーション・産業の場である

海と共生できる土地利用を図ります。 

○ 本市復興のシンボルとして、日本全国・世界とつながる産業・観光・物流

拠点を形成します。 

 

⑴  歴史的個性・特性を生かした地域の再生 

・ 各地区の特色ある産業再生への土地利用 

・ 地域力・コミュニティを強化した住宅地再生 

・ コンパクトな市街地形成と地区間の連携強化 

・ 安全で快適な観光レクリエーション地域の再生 

 

 ⑵  沿岸地域間連携の軸・海を感じられる道路の整備 

・ 地域間を結ぶ“絆ロード”としての海岸道路 

・ 観光交流の振興のため、本市の魅力である海を感じられる海岸道路 

 

⑶ 日本・世界とつながるシンボル拠点の形成 

・ 復興のシンボルづくりへの地域力の結集 

・ 産業・観光振興の拠点としての小名浜港周辺地域の一体的な整備再生 
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いわき市津波被災市街地土地利用方針 久之浜地区 

１．地区の概要（被災前） 

【地区特性】 

・ 当該地区は、いわき市中心部より北東に約 15km に位置し、津波被災市街地の被災前人口は 1,629 人
で、世帯数は、607 世帯となっていました。 

・ 地区内には、新鮮な魚介類が年間を通して水揚げされ、「漁港まつり」も開催される久之浜漁港や、朱
塗りの橋が架かった弁天島の奇岩が浮かび、初日の出詣の名所となっている波立海岸などがあり、年間約
1６万人の観光客が県内・外から訪れていました。 

表 各津波被災市街地の人口、世帯数 

 末続 金ヶ沢 久之浜 
（旧国道より海側） 

久之浜 
（旧国道より陸側） 

田之網 

人口（人） 92 39 891 447 160 

世帯数（世帯） 29 13 346 163 56 

【土地利用特性】 

・ 末続や金ヶ沢の土地利用は JR 常磐線と海岸線の間に建物が立地し、そのほとんどは住宅と農地でした。 

・ 久之浜では、支所をはじめとした、公共公益施設が立地しているほか、住宅、店舗併用住宅、工場、商
業施設など、基本的な都市施設が立地するなど、地区の拠点となっていました。 

・ 田之網では、地区の南側は飲食店、民宿などが立地しており、北側は住宅が立地していました。 

２．被災状況 

・ 末続、金ヶ沢、久之浜（旧国道より海側）では全壊（（流出）、（撤去）、（条件付再生可）の合計）

の割合が高く、久之浜（旧国道より陸側）、田之網では大規模半壊、半壊（床上浸水）の割合が高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                    久之浜（海側）被災状況 

３．被災者意向 

●今後希望する住まいの場所 
・ 今後希望する住まいの場所は、末続、金ヶ沢、久之浜（旧国道より海側）では「被災前の地区に近い津

波が来ない安全な場所（高台など）」が最も多くなっています。久之浜（旧国道より陸側）、田之網は「被
災前と同じ場所」で最も多くなっています。 

●復興案を策定していく上で必要な対策 
・ 「今回のような津波が来ても街を守れる十分な強度の防波堤が整備されれば」「津波が来ない安全な高

台などに移転できれば」「かさ上げされた防災道路や津波防災緑地など多重に津波から街を守る施設が整
備されれば」など、地域の防災対策が多く望まれていることが特徴です。 

※第 2回いわき市津波被災市街地復興意向調査結果より 
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４．地区復興の基本的考え方 

【全体復興の基本的考え方】 

・ 本地区は、久之浜漁港が立地し、四倉地区と共に北部拠点地域が形成されています。いわき市都市計画
マスタープランでは、久之浜地域について「ひと・まち・山がベルト状に連なる豊かな自然との共生に配
慮しながら、既存の教育・文化機能に加え、沿岸部や河川等の水辺空間が有する多様な観光・レクリエー
ション機能を活かすとともに、工業機能の開発による拠点の形成を図ることによって魅力ある地域づくり
に努めます。」という地域づくりの方針が示されています。 

・ 久之浜地区の復興にあたっては、災害に強い地域づくりを最大の目標にすると共に水産業や観光等地場
産業の復興、本地区の特性である水辺、自然環境を活かした北部拠点に相応しい地区の復興を目指します。 

【土地利用の基本的考え方】 
・ 相当数の建物が流出した区域の住宅地等については、近隣の安全な場所へ移転し、住宅等の移転跡地は、

防災空間としての活用や自然的土地利用を誘導します。また、一部の地域では、津波防災対策等により地
区の安全性の向上を図りながら、産業の集積や居住地として、良好な環境が形成され利便性も確保される
よう配慮します。 

・ 久之浜（旧国道より陸側）については、津波防災対策の強化を前提に土地の有効利用を図り、住宅や商
業・業務用地など引き続き、従前の土地利用に準じた、現位置での復興を基本に安全で快適な市街地の再
生を目指します。 

・ 住宅再建が困難な被災者向けに、災害公営住宅を整備します。 

【津波防御の基本的考え方】 
・ 津波防災緑地や海岸道路の整備、海岸・河川の防災対策などのほか、避難地や避難路の指定、避難訓練

等によって安全な場所に迅速に避難できる対策など、多重防御による「減災」の考え方を基本とし、地区
の安全性の向上を図ります。 

５．地区別復興の方針 

 土地利用の方針 防災施設整備の方針 

末続 ・ 住宅地については、近隣の安全な場所へ移
転し、一部区域については、防災対策等によ
り、地域の安全性の向上を図りながら現位置
で復興することを基本とします。 

・ 移転跡地については、自然的土地利用を誘
導します。 

・ 河川、海岸の防災対策を行います。 

・ 安全な場所に速やかに避難できるよう、迅
速な災害情報の伝達とともに、避難路の指定
や避難場所への表示板の設置など防災対策
を充実します。 

金ヶ沢 ・ 住宅地については、近隣の安全な場所への
移転を基本とします。 

・ 移転跡地については、自然的土地利用を誘
導します。 

・ 河川、海岸の防災対策を行います。 

・ 安全な場所に速やかに避難できるよう、迅
速な災害情報の伝達とともに、避難路の指定
や避難場所への表示板の設置など防災対策
を充実します。 

久之浜 ・ 津波被害の大きかった旧国道より海側につ
いては、住宅地等を近隣の安全な場所へ移転
することを基本とし、一部区域はゾーニング
により商業・業務・住宅地を配置します。 

・ これらの地区では、地区幹線道路、地区内
道路、公園等都市基盤施設を整備し、良好な
市街地環境を形成します。 

・ 旧国道より陸側については、従前の土地利
用を踏まえながら、周辺地域の拠点市街地の
位置づけのもとで、一部地域を除き現位置で
の復興を基本に、安全で快適な市街地の再生
を目指します。 

・ 河川、海岸の防災対策を行います。 

・ 津波被害を軽減する観点から、海岸堤防と
合わせて津波防災緑地を整備し、災害に強い
市街地を形成します。 

・ 安全な場所に速やかに避難できるよう、迅
速な災害情報の伝達とともに、避難路の指定
や避難場所への表示板の設置など防災対策
を充実します。 

・ 市街地の防災性向上のため、防災拠点施設
（久之浜・大久支所、久之浜公民館）の整備
を図ります。 

田之網 ・ 国道６号付帯施設や水門の整備等の防災対
策により、地域の安全性の向上を図りながら
現位置での復興を基本とします。 

・ 河川、海岸の防災対策を行います。 

・ 安全な場所に速やかに避難できるよう、迅
速な災害情報の伝達とともに、避難路の指定
や避難場所への表示板の設置など防災対策
を充実します。 
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※ 当該土地利用方針図は、現時点での案であり、今後、被災

者や市民の皆様のご意見やご要望、国の制度改正や関係機関

との調整により変更されることがあります。 

【末続】 

 

 

 

 

 

 

 

主な取組み 

 

主体 主な取組み 備考 

県 ・海岸の防災対策（海岸堤防の嵩上げ）  

・河川の防災対策（末続川堤防の嵩上げ）  

市 ・防災集団移転促進事業（対象世帯：19 世帯） 柱３ 

・防災・減災対策施設(避難路・誘導サイン等)の整備 柱３ 

・河川の防災対策（塩民川堤防の復旧） 復旧計画 

《土地利用方針》 

・ 住宅地については、近隣の安全な場所へ移転し、一部区域については防災対策等により、市街地

の安全性の向上を図りながら現位置で復興することを基本とします。 

・ 移転跡地については、自然的土地利用を誘導します。 

・ 平成 2７年度までに土地利用が図られることを目標に事業を進めていきます。 
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【金ケ沢】 

 

 

 

 

 

 

主な取組み 

主体 主な取組み 備考 

県 ・海岸の防災対策（海岸堤防の嵩上げ）  

市 ・防災集団移転促進事業（対象世帯：13 世帯） 柱３ 

・防災・減災対策施設(避難路・誘導サイン等)の整備 柱３ 

・被災地域における難視聴対策への支援 柱３ 

・河川の防災対策（藪川堤防の復旧） 復旧計画 

 

《土地利用方針》 

・ 住宅地については、近隣の安全な場所への移転を基本とします。 

・ 移転跡地については、自然的土地利用を誘導します。 

・ 平成 2７年度までに土地利用が図られることを目標に事業を進めていきます。 
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【久之浜市街地】 

 

主な取組み 

主体 主な取組み 備考 

県 ・海岸の防災対策（海岸堤防の嵩上げ）  

・河川の防災対策（大久川・小久川堤防の嵩上げ）  

・津波防災緑地の整備 市と連携 

・道路の整備（久之浜港線） 市と連携 

市 ・災害公営住宅の整備（整備予定戸数：136 戸） 柱１ 

・消防団施設、機械の整備 柱２ 

・沿岸域等における埋蔵文化財試掘・発掘調査 柱２ 

・道路の整備（駅前中町線、賤川田線、代ノ下橋、小久川橋） 柱３ 

・都市下水路の改修整備（久之浜ポンプ場の復旧） 柱３ 

・震災復興土地区画整理事業（想定世帯：約 300 世帯） 柱３ 

・久之浜地区防災拠点施設（津波避難ビル）の整備 柱３ 

・防災・減災対策施設(避難路・誘導サイン等)の整備 柱３ 

・被災地域における難視聴対策への支援 柱３ 

《土地利用方針》 

・  海岸の防災対策と津波防

災緑地の整備を行います。

・ 旧国道より海側について

は、住宅地等を近隣の安全

な場所へ移転することを

基本とし、一部区域はゾー

ニングにより商業・業務・

住宅地を配置します。 

・ これらの地区では、地区幹

線道路、地区内道路、公園

等都市基盤施設を整備し、

良好な市街地環境を形成

します。 

・ 旧国道より陸側について

は、一部地域を除き現位置

での復興を基本とします。

・ 平成 27 年度までに土地

利用が図られることを目

標に事業を進めていきま

す。 
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【田之網】 

 

 

 

 

 

主な取組み 

主体 主な取組み 備考 

国 ・海岸堤防の嵩上げ（田之網歩道の整備、江之網歩道の整備）  

県 ・海岸の防災対策 

（浜川河口部、横内川河口部への水門整備） 

 

市 ・消防団施設、機械の整備 柱２ 

・防災・減災対策施設(避難路・誘導サイン等)の整備 柱３ 

・市立田之網集会所の復旧 復旧計画 

 

 

 

《土地利用方針》 

・ 海岸や河川の防災対策等により、地域の安全性の向上を図りながら現位置での復興を基本とし

ます。 
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